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第 ８ 回 伊 万 里 市 農 業 委 員 会 会 議 

 

 

１．日  時   令和元年８月２日（金） 

開会 午後３時００分 

閉会 午後３時４０分 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出  席   １２名 

 

４．欠  席    ２名 

 

議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 

１ 山口 友三郎 ○ ６ 力 武  正 光 ○ １１ 岸 本  熊 一 ○ 

２ 池 田  良 一 ○ ７ 中 島  德 雄 ○ １２ 相 良  安 夫 ○ 

３ 福 田  義 晴  ○ ８ 西 山  哲 欠 １３ 田 代  三 義 ○ 

４ 松 尾  梨 香 ○ ９ 吉 村  幸 夫 ○ １４ 山 口  光 壽 欠 

５ 江 向  信 夫 ○ １０ 前 田  節 朗 ○    

 

  

議事録署名者  ２番   池田 良一  

 

 １１番  岸本 熊一  
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５．事務局職員 

 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

事務局長 野中 信守 農 地 係 松 林  豊 

農 地 係 江口 裕典   

 

６．その他出席者 

なし 

 

７．付議事項 

 

議案 第４３号 農地法第５条の申請について             （ ４件） 

議案 第４４号 農地法第３条の申請について             （ ５件） 

議案 第４５号 

農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］について 

（利用権設定 通年 ８件） 

（農地中間管理事業 ２件） 

議案 第４６号 農用地利用配分計画について             （ ２件） 

 

８．報告事項 

 

報告 第１３号 農地法第１８条第６項通知の受理について       （ １件） 

 

９．連絡事項 

なし 
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議長 みなさん、こんにちは。 

（挨拶） 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまより第８回農業委員会会議を開会します。 

本日の欠席者は、８番 西山 委員、１４番 山口 委員の２名

です 

次に、議事録署名人の御依頼を申し上げます。 

今回は２番 池田 委員、１１番 岸本 委員です。 

事務局で作成する議事録が完成次第御署名をお願いします。 

 

本日の議案数は、４つです。 

議案第４３号  農地法第５条の申請について     ４件 

議案第４４号    農地法第３条の申請について     ５件 

議案第４５号  農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進 

事業］について 

利用権設定 通年  ８件 

農地中間管理事業  ２件 

議案第４６号  農地利用配分計画について      ２件 

 

また、報告事項は、１つです。 

報告第１３号 農地法第１８条第６項通知の受理について 

１件 

となっております。  

議長 それでは、議事に入ります。 

議案第４３号 農地法第５条の申請について事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

 

 

 

議案第４３号 農地法第５条の申請４件について御説明します。 

 

議案の１ページ、２８番になります。 

図面は、案内図が１ページ、字図が２ページ、土地利用計画図が
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、太陽光発電施設を建設するための申請です。 

 

農地区分は第２種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のカの

（ア）、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準は、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の他の土地に

立地することが困難な場合は許可し得るに該当します。 

 

続きまして、議案の１ページ、２９番になります。 

図面は、案内図が４ページ、字図が５ページ、土地利用計画図が

６ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、転回場及び駐車場を建設するための申請です。 

 

農地区分は第２種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のカの

（ア）、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準は、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の他の土地に

立地することが困難な場合は許可し得るに該当します。 

なお、許可を得ずに転用を行っていたことに対し、始末書が添付

されています。 

 

続きまして、議案の１ページ、３０番になります。 

図面は、案内図が７ページ、字図が８ページ、土地利用計画図が

９ページになります。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、修理車両の保管及び従業員駐車場を建設するための申

請です。 

 

農地区分は第２種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のカの

（ア）、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準は、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の他の土地に

立地することが困難な場合は許可し得るに該当します。 

なお、許可を得ずに転用を行っていたことに対し、始末書が添付

されています。 

 

続きまして、議案の１ページ、３１番になります。 

図面は案内図が１０ページ、字図が１１ページ、土地利用計画図

が１２ページ、平面図が１３ページ、立面図が１４ページになり

ます。 

 

申請地は、〇〇〇〇〇〇地区です。 

譲受人が、一般住宅を建設するための申請です。 

 

農地区分は第２種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のカの

（ア）、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準は、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の他の土地に

立地することが困難な場合は許可し得るに該当します。 

 

議案第４３号 農地法第５条の申請については、以上４件です。 

議長 それでは、２８番の担当委員から説明をお願いします。 
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〇番委員 ここ最近は耕作をされず、維持管理の草刈りは行っておられる農

地で太陽光発電施設を設置したいとの申請です。表面はそのまま

ため雨水は地下浸透いたします。周辺の農地には問題ないと思い

ます。区長、生産組合長の印もありました。私も確認して印を押

しています。ご審議お願い致します。 

議長 

 

２８番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、２９番について担当委員か

ら説明をお願いします。 

〇番委員 事務局の説明でもありましたが、既にバラスを敷いて車の転回場

と駐車場して利用をされています。そのため始末書をつけられて

います。周りは住宅ですので周辺の農地には問題ないと思いま

す。また、雨水も地下浸透と道路側溝に流れております。 

区長、生産組合長の印鑑もあり、私も問題はないと思い押印して

います。ご審議お願い致します。 

議長 

 

 

２９番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、３０番について担当委員か

ら説明をお願いします。 

〇番委員 この農地を転用申請する前から仕事用駐車場と職員駐車場とし

て借りられていたそうです。私も現地を確認いたしました。雨水

については地下浸透と隣接の素掘りの水路に流されます。周辺の

農地には支障が出ることはないと思います。許可なく転用してい

たため始末書を添付されております。区長、生産組合長の印鑑も

ございましたし、隣接の方々の同意もありました。私も押印して

います。ご審議お願い致します。 

議長 ３０番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 
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議長 

 

特に無いようですので、続きまして、３１番について担当委員か

ら説明をお願いします。 

〇番委員 譲渡人と譲受人は親子で譲受人である子供さんが家を建てたい

と相談に来られました。生活排水は合併浄化槽を設置され道路側

溝へ流されます。雨水は地下浸透と道路側溝へ流されます。周辺

の農地には影響を与えることはないと思い印鑑を押しています。

区長、生産組合長の印もありました。ご審議お願い致します。 

議長 

 

３１番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

無いようですので、議案第４３号 農地法第５条の申請４件につ

いて承認を戴きましたので、許可相当として意見を付して県へ進

達します。 

 

続きまして、議案第４４号 農地法第３条の申請について事務局

から説明をお願いします。 

事務局 議案第４４号 農地法第３条についてご説明します。 

議案は２ページになります。 

申請事由や経営状況等を掲げております。 

全て農地法第３条第２項の各号には該当しないため、全部効率利

用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和要件

を満たしております。 

 

議案第４４号 農地法第３条の申請については、以上５件です。 

議長 

 

 

 

 

 

それでは、事務局より説明がありましたが、議案第４４号 農地

法第３条の申請についての審議していただき、御意見、御質問が

ありましたら、挙手をお願いします。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第４４号 農地法第３条については許可

とします。 
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議長 続きまして、議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤

強化促進事業］について、利用権設定の通年についての説明を事

務局からお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］の利用権設定の通年について、御説明します。 

議案は３ページに明細書を掲げておりますのでそちらを御覧く

ださい。 

今回は借受人が７名、貸付人が８名で、面積は、田が 39,113㎡、

畑が 12,237 ㎡です。利用目的、利用権設定期間、借賃などは明

細書に記載しているとおりです。 

申出書を４～１２ページに掲げております。 

 

議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］の利用権設定の通年については、以上８件です。 

議長 議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］の利用権設定の通年８件について、御意見、御質問はござい

ませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経

営基盤強化促進事業］の利用権設定の通年８件については申出

のとおりに決定します。 

 

続きまして、議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤

強化促進事業］の農地中間管理事業について、事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

 

 

 

議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］の農地中間管理事業について、ご説明いたします。 

議案は１３ページです。 

農用地利用集積計画書を１４ページに掲げております。 
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事務局 農業公社への利用権の貸付となっております。面積は田が 3,543

㎡、貸付人は１名となっております。期間については、3年とな

っております。 

 

議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］の農地中間管理事業については、以上２件です。 

議長 議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事

業］の農地中間管理事業について、御意見、御質問はございませ

んか。 

＜なし＞ 

無いようですので議案第４５号 農用地利用集積計画［農業経

営基盤強化促進事業］の農地中間管理事業については申出のと

おりに決定します。 

 

続きまして、議案第４６号 農地利用配分計画について、事務局

から説明をお願いします。 

事務局 議案第４６号 農用地利用配分計画についてご説明いたします。 

議案は１５ページになります。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項の規定に

よる農地利用配分計画の作成について、同法第１９条第３項の規

定により、伊万里市長から意見を求められましたので、この議案

を提出します。先ほど農業公社へ利用権設定を行ったものを、借

受者２名が借受けることとなっております。詳細は１６ページに

載せております。 

 

議案第４６号 農用地利用配分計画については、以上２件です。 

議長 

 

 

議案第４６号 農用地利用配分計画について、御意見、御質問

はございませんか。 

 ＜なし＞ 
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議長 無いようですので、議案第４６号 農用地利用配分計画につい

ては承認いたします。 

 

議案についての審議は以上になりますので、続きまして報告事項

に移ります。 

 

報告第１３号 農地法第１８条第６項通知の受理について、事務

局から報告をお願いします。 

事務局 

 

 

 

報告第１３号 農地法第１８条第６項通知の受理について御説

明します。 

 

議案は１７ページを御覧ください。 

２６番につきましては、貸人の都合により合意解約をされます。 

解約後、別の方が借受けることとなっており、議案第４５号に上

程しております。 

 

報告第１３号については以上です。 

議長 報告第１３号について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、これで報告事項を終了します。 

 ＜＜＜議事終了＞＞＞ 

 

 


